
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三次南風原町男女共同参画計画 
 

～まじゅんプラン～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

は じ め に  

 

 

 

 

本町では、平成２４年＜２０１２年＞３月に「第二次南風原町男女共同参画計画～まじゅんプ

ラン～」を策定し、憲法の保障している基本的人権の尊重と男女平等を基本理念に、男女共同参

画社会を実現するために、男女共同参画に関する施策を推進してまいりました。 

 

この間、世界的潮流として国連が提唱するＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成目標のひと

つに「ジェンダー平等の実現」が掲げられ、あらゆる分野における女性の活躍が期待されていま

す。我が国におきましても、各種法律が施行され、時代の変化に応じたさまざまな施策を展開し

ております。しかし、世界経済フォーラムが公表しているジェンダーギャップ指数では、先進国

の中で最低レベルとなっており、更なる推進に努める必要があります。 

 

このような社会の変化の中、本町においても新たな課題に対応し、施策の更なる推進に努める

ため、「第三次南風原町男女共同参画計画～まじゅんプラン～」を策定いたしました。本計画は、

国や県の計画等を勘案し策定するとともに、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律」と「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく推進計画として、一

体的に策定しています。 

 

本計画に基づき、「すべての人が、自分らしく暮らせる男女共同参画社会の実現」を目指して施

策を推進してまいります。今後も皆様の更なるご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

結びに、本計画の策定にあたり、ご尽力賜りました南風原町男女共同参画推進会議の委員の皆

様をはじめ、貴重なご意見等をいただきました多くの方々に、心から感謝申し上げます。 

 

 

令和４年＜２０２２年＞３月 

 

南風原町長 赤嶺 正之 
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